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(57)【要約】
【課題】優待企画の実施に連動してその企画に特化した
情報を買物客に提示できるようにする。
【解決手段】ＰＯＳサーバ７０において販売促進に係わ
るイベントの開始割込が発生すると、店舗システム１は
、そのイベントの内容に特化したデジタルサイネージの
コンテンツを編集する。そして、サイネージ端末３０か
ら出力されるコンテンツをスケジュールに従ったものか
らイベントの内容に特化したものに切換えるためのコマ
ンドとともに、コンテンツをサイネージ端末３０に配信
する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタルサイネージのコンテンツを予め決められたスケジュールに従い出力するサイネ
ージ端末と、前記コンテンツのデータとその出力スケジュールとを管理するコンテンツ管
理サーバとをネットワークで接続してなるデジタルサイネージシステムの前記ネットワー
クに、商品情報が入力された時点の商品販売データを処理するＰＯＳ（Point Of Sales）
サーバを接続し、
　前記ＰＯＳサーバにおいて販売促進に係わるイベントの開始割込が発生すると、そのイ
ベントの内容に特化したデジタルサイネージのコンテンツを前記サイネージ端末に配信し
て、前記サイネージ端末から出力されるコンテンツを、前記スケジュールに従ったものか
ら前記イベントの内容に特化したものに切換えることを特徴とする店舗システム。
【請求項２】
　前記ＰＯＳサーバにおいて販売促進に係わるイベントの終了割込が発生すると、イベン
ト終了を通知するコマンドを前記サイネージ端末に配信して、前記サイネージ端末から出
力されるコンテンツを、前記イベントの内容に特化したものから前記スケジュールに従っ
たものに戻すことを特徴とする請求項１記載の店舗システム。
【請求項３】
　デジタルサイネージのコンテンツを予め決められたスケジュールに従い出力するサイネ
ージ端末と、前記コンテンツのデータとその出力スケジュールとを管理するコンテンツ管
理サーバとをネットワークで接続してなるデジタルサイネージシステムの前記ネットワー
クに、商品情報が入力された時点の商品販売データを処理するＰＯＳサーバを接続してな
り、
　前記コンテンツ管理サーバまたはＰＯＳサーバは、
　前記ＰＯＳサーバにおいて販売促進に係わるイベントの開始割込が発生すると、そのイ
ベントの内容に特化したデジタルサイネージのコンテンツを編集するコンテンツ編集手段
と、
　このコンテンツ編集手段により編集したコンテンツを、前記サイネージ端末から出力さ
れるコンテンツを前記スケジュールに従ったものから前記コンテンツ編集手段により編集
されたものに切換させるためのコマンドとともに、前記ネットワークを通じて前記サイネ
ージ端末に配信する緊急配信手段と、
を具備したことを特徴とする店舗システム。
【請求項４】
　前記コンテンツ管理サーバまたはＰＯＳサーバは、
　前記ＰＯＳサーバにおいて前記イベントの終了割込が発生すると、前記サイネージ端末
から出力されるコンテンツを前記コンテンツ編集手段により編集されたものから前記スケ
ジュールに従ったものに復帰させるためのコマンドを、前記ネットワークを通じて前記サ
イネージ端末にコマンドを配信する緊急配信終了手段、
をさらに具備したことを特徴とする請求項３記載の店舗システム。
【請求項５】
　前記コンテンツ管理サーバまたはＰＯＳサーバは、
　複数の前記サイネージ端末をそれぞれ識別する情報に関連付けて、当該サイネージ端末
に割り当てられた複数の商品を識別する情報を記憶する第１の記憶手段と、
　前記第１の記憶手段で記憶される情報を参照して、前記ＰＯＳ端末において開始割込が
発生した前記イベントに係わる商品が関連付けられている前記サイネージ端末を選択する
端末選択手段と、
をさらに具備し、
　前記緊急配信手段は、前記選択手段により選択された前記サイネージ端末を特定する情
報、及びこの情報により特定される前記サイネージ端末から出力されるコンテンツを前記
スケジュールに従ったものから前記コンテンツ編集手段により編集されたものに切換させ
るためのコマンドとともに、前記コンテンツ編集手段により編集したコンテンツを配信す
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ることを特徴とする請求項３記載の店舗システム。
【請求項６】
　前記コンテンツ管理サーバまたはＰＯＳサーバは、
　前記コンテンツ編集手段により編集された各コンテンツをそれぞれ識別する情報に関連
付けて、当該コンテンツを前記サイネージ端末から出力したときの商品売上の実績情報を
記憶する第２の記憶手段と、
　前記第２の記憶手段で記憶される実績情報を参照して、前記開始割込が発生したイベン
トと同一のイベントに関連付けられたコンテンツ群の中から商品売上が大きいコンテンツ
を選択するコンテンツ選択手段と、
をさらに具備し、
　前記コンテンツ編集手段は、前記コンテンツ選択手段により選択されたコンテンツのデ
ータから今回のコンテンツのデータを編集することを特徴とする請求項３乃至５のうちい
ずれか１記載の店舗システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、デジタルサイネージシステムとＰＯＳ（Point Of Sales）システ
ムとを連携させた店舗システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スーパーマーケット等の量販店では、店舗責任者の商機判断に基づいて優待企画が設定
される。優待企画には、特定の時間帯に指定の商品を特売価格で販売する特売企画（タイ
ムサービス）、見切り品や賞味期限間近の商品を値引する値引企画、指定の商品を購入す
るとサービスポイントの倍率が割増されるポイント企画等がある。このような優待企画を
実施する際には、その内容の良さも然ることながら、買物客に対してこれらの企画を如何
に効率よく周知できるが重要である。
【０００３】
　広告、イベント、お知らせ等のコンテンツを不特定者に提示する仕組みとして、表示装
置等のサイネージ端末にデジタル化されたコンテンツを表示させるシステム、いわゆるデ
ジタルサイネージシステムが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０-０７９７７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　既存のデジタルサイネージシステムは、予め設定されたスケジュールに従い、サイネー
ジ端末に表示するコンテンツを切換えるだけである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態によれば、店舗システムは、デジタルサイネージのコンテンツを予め決めら
れたスケジュールに従い出力するサイネージ端末と、コンテンツのデータとその出力スケ
ジュールとを管理するコンテンツ管理サーバとをネットワークで接続してなるデジタルサ
イネージシステムのネットワークに、商品情報が入力された時点の商品販売データを処理
するＰＯＳサーバを接続する。そして、ＰＯＳサーバにおいて販売促進に係わるイベント
の開始割込が発生すると、店舗システムは、そのイベントの内容に特化したデジタルサイ
ネージのコンテンツを編集し、サイネージ端末から出力されるコンテンツをスケジュール
に従ったものからイベントの内容に特化したものに切換えるためのコマンドとともに、コ
ンテンツをサイネージ端末に配信する。
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【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】一実施形態である店舗システムの全体構成図。
【図２】同システムに含まれるコンテンツ管理サーバの要部構成を示すブロック図。
【図３】コンテンツ管理サーバが備えるテンプレートデータベースに蓄積されるデータの
一例を示す図。
【図４】同システムに含まれる表示制御サーバの要部構成を示すブロック図。
【図５】表示制御サーバが備える表示管理テーブルの構成図。
【図６】同システムに含まれるＰＯＳサーバの要部構成を示すブロック図。
【図７】ＰＯＳサーバが備える企画データベースに蓄積されるデータの一例を示す図。
【図８】第１の実施形態において、ＰＯＳサーバのＣＰＵが優待企画管理プログラムに従
い実行する処理の主要な手順を示す流れ図。
【図９】第１の実施形態において、コンテンツ管理サーバのＣＰＵがコンテンツ配信プロ
グラムに従い実行する処理の主要な手順を示す流れ図。
【図１０】第１の実施形態において、表示制御サーバのＣＰＵが表示制御プログラムに従
い実行する処理の主要な手順を示す流れ図。
【図１１】第２の実施形態において、コンテンツ管理サーバが備える表示商品データベー
スに蓄積されるデータの一例を示す図。
【図１２】第２の実施形態において、コンテンツ管理サーバのＣＰＵがコンテンツ配信プ
ログラムに従い実行する処理の主要な手順を示す流れ図。
【図１３】第２の実施形態において、表示制御サーバのＣＰＵが表示制御プログラムに従
い実行する処理の主要な手順を示す流れ図。
【図１４】第３の実施形態におけるＰＯＳサーバの要部構成を示すブロック図。
【図１５】第３の実施形態において、ＰＯＳサーバのＣＰＵが優待企画管理プログラムに
従い実行する処理の主要な手順を示す流れ図。
【図１６】第４の実施形態において、ＰＯＳサーバが備える関連データベースに蓄積され
るデータの一例を示す図。
【図１７】第４の実施形態において、ＰＯＳサーバのＣＰＵが優待企画管理プログラムに
従い実行する処理の主要な手順を示す流れ図。
【図１８】第４の実施形態において、ＰＯＳサーバのＣＰＵが閉店業務処理プログラムに
従い実行する処理の主要な手順を示す流れ図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、店舗システムに係る実施形態を、図面を用いて説明する。なお、この実施形態は
、特売企画、値引企画、ポイント企画等の優待企画を実施するスーパーマーケットに構築
されるものである。
【０００９】
（第１の実施形態）
　図１は、店舗システム１の全体構成図である。店舗システム１は、デジタルサイネージ
システム２とＰＯＳシステム３とからなる。
【００１０】
　デジタルサイネージシステム２は、コンテンツ管理サーバ１０と、表示制御サーバ２０
と、複数のサイネージ端末３０（３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…）とで構成する。そして、
コンテンツ管理サーバ１０と表示制御サーバ２０とを、インターネット等の通信ネットワ
ーク４０で接続する。また、表示制御サーバ２０と各サイネージ端末３０とを、ＬＡＮ（
Local Area Network）等の店内ネットワーク５０で接続する。
【００１１】
　各サイネージ端末３０は、動画または静止画を表示可能なディスプレイを備えており、
店内の各売場や店の出入口等に取り付けられている。各サイネージ端末３０は、表示制御
サーバ２０の制御により、コンテンツ管理サーバ１０から配信される広告、イベント、お
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知らせ等のデジタル化されたコンテンツを表示する。
【００１２】
　コンテンツ管理サーバ１０は、通信ネットワーク４０で接続された外部連携サーバ６０
から提供される情報に基づいてデジタルサイネージのコンテンツを編集するとともにその
再生スケジュールを作成し、そのコンテンツのデータと再生スケジュールのデータとを、
通信ネットワーク４０を介して表示制御サーバ２０に送信する。
【００１３】
　表示制御サーバ２０は、コンテンツ管理サーバ１０から受信したコンテンツのデータと
再生スケジュールのデータとを記憶する。そして、その再生スケジュールに従い各サイネ
ージ端末３０を制御して、受信したコンテンツを表示させる。なお、コンテンツと再生ス
ケジュールのデータは、全サイネージ端末３０に対して共通であってもよいし、サイネー
ジ端末３０毎に異ならせてもよい。
【００１４】
　ＰＯＳシステムは、ＰＯＳサーバ７０と、複数のＰＯＳ端末８０（８０Ａ，８０Ｂ，８
０Ｃ，…）とで構成する。そして、ＰＯＳサーバ７０と各ＰＯＳ端末８０とを、前記店内
ネットワーク５０とは別系統の店内ネットワーク９０で接続する。
【００１５】
　各ＰＯＳ端末８０は、店内の会計場等に設置されており、客が購入する商品の販売デー
タを登録処理する。そして、１客が買い上げた商品の合計金額を算出し、その合計金額に
対する代金の支払データを処理する。
【００１６】
　ＰＯＳサーバ７０は、各ＰＯＳ端末８０で実行される商品販売データの登録処理を一元
的に管理する。そして、各ＰＯＳ端末８０で登録処理された商品販売データを、店内ネッ
トワーク９０を介して収集し、単品別売上、商品分類別売上、時間帯別売上、客層別売上
等の種々の売上データを集計する。
【００１７】
　また、ＰＯＳサーバ７０は、通信ネットワーク４０に接続しており、コンテンツ管理サ
ーバ１０及び表示制御サーバ２０と連携する。
【００１８】
　図２は、コンテンツ管理サーバ１０の要部構成を示すブロック図である。コンテンツ管
理サーバ１０は、制御部本体を構成するＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、メイ
ンメモリとしてのＲＯＭ（Read Only Memory）１２及びＲＡＭ（Random Access Memory）
１３、補助記憶装置としてのＨＤＤ（Hard Disk Drive）１４及び通信ネットワーク４０
が接続される通信インターフェース１５を備え、各部をアドレスバス，データバスなどの
バスライン１６で接続している。
【００１９】
　ＨＤＤ１４は、少なくとも素材データベース１４１とテンプレートデータベース１４２
とを保存する。素材データベース１４１は、外部連携サーバ６０から提供されるコンテン
ツの素材データを蓄積する。テンプレートデータベース１４２は、商品の販売促進に係わ
るイベントである優待企画の内容に特化したデジタルサイネージのコンテンツを編集する
のに必要な再生画像テンプレートを蓄積する。
【００２０】
　図３は、上記テンプレートデータベース１４２に蓄積されるデータの一例である。図示
するように、テンプレートデータベース１４２には、レコード番号順に、企画ＩＤと企画
名とテンプレートデータとが記述されたテンプレートデータレコードが蓄積されている。
企画ＩＤは、対応する企画名で特定される優待企画を識別するための情報である。
【００２１】
　すなわち図３の例では、レコード番号［１］のレコードに、特売企画の企画ＩＤ及び企
画名と再生画像テンプレートデータＡとが記述され、レコード番号［２］のレコードに、
ポイント企画の企画ＩＤ及び企画名と再生画像テンプレートデータＢとが記述され、レコ
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ード番号［３］のレコードに、値引企画の企画ＩＤ及び企画名と再生画像テンプレートデ
ータＣとが記述されている。
【００２２】
　かかる構成のコンテンツ管理サーバ１０は、ＲＯＭ１２にコンテンツ配信プログラム１
２１を記憶している。ＣＰＵ１１は、このプログラム１２１に従い、以下の機能１～６を
実現する。
【００２３】
・機能１：外部連携サーバ６０から受信したコンテンツ素材データの登録及びデータベー
ス化。
【００２４】
・機能２：サイネージ端末３０に表示させるコンテンツデータの編集及びファイル化。
【００２５】
・機能３：コンテンツ再生スケジュールの作成及びファイル化。
【００２６】
・機能４：コンテンツファイル及びスケジュールファイルの配信。
【００２７】
・機能５：テンプレートデータを利用した緊急配信用コンテンツデータの編集及びファイ
ル化。
【００２８】
・機能６：緊急配信用コンテンツファイル（以下、緊急配信ファイルと略称する）の配信
。
【００２９】
　図４は、表示制御サーバ２０の要部構成を示すブロック図である。表示制御サーバ２０
は、制御部本体を構成するＣＰＵ２１、メインメモリとしてのＲＯＭ２２及びＲＡＭ２３
、補助記憶装置としてのＨＤＤ２４、現在日時を計時する時計部２５、通信ネットワーク
４０が接続される通信インターフェース２６及び店内ネットワーク５０が接続される通信
インターフェース２７を備え、各部をアドレスバス，データバスなどのバスライン２８で
接続している。
【００３０】
　ＨＤＤ２４は、少なくともサイネージ端末３０毎のコンテンツファイル２４１及びスケ
ジュールファイル２４２と、緊急配信ファイル２４３と、表示管理テーブル２４４とを保
存する。コンテンツファイル２４１は、対応するサイネージ端末３０に予め設定されたス
ケジュールに従い表示されるコンテンツ群のデータを記述したものである。スケジュール
ファイル２４２は、対応するサイネージ端末３０にコンテンツ群を表示させるためのスケ
ジュールデータを記述したものである。緊急配信ファイル２４３は、各サイネージ端末３
０に一時的に割り込んで表示される緊急配信コンテンツのデータを記述したものである。
【００３１】
　表示管理テーブル２４４は、図５に示すように、一連のテーブル番号１，２，３，…に
対応させて、端末ＩＤ、コンテンツファイル名、スケジュールファイル名、緊急配信ファ
イル名及び緊急配信フラグの各データ領域を形成する。端末ＩＤは、各サイネージ端末３
０を個々に特定するための識別情報である。コンテンツファイル名、スケジュールファイ
ル名及び緊急配信ファイル名は、対応する端末ＩＤで特定されるサイネージ端末３０に割
り当てられたコンテンツファイル２４１、スケジュールファイル２４２及び緊急配信ファ
イル２４３の識別名である。緊急配信フラグは、対応する端末ＩＤで特定されるサイネー
ジ端末３０に対して緊急配信コンテンツのデータを表示させるか否かを識別する情報であ
る。本実施形態では、緊急配信コンテンツのデータを表示させる場合に、緊急配信フラグ
は“１”にセットされ、表示させない場合に“０”にリセットされる。
【００３２】
　かかる構成の表示制御サーバ２０は、ＲＯＭ２２に表示制御プログラム２２１を記憶し
ている。ＣＰＵ２１は、このプログラム２２１に従い、以下の機能１～３を実現する。
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【００３３】
・機能１：通信ネットワーク４０を介して受信したコンテンツファイル２４１及びスケジ
ュールファイル２４２の登録及び表示管理テーブル２４４の更新。
【００３４】
・機能２：通信ネットワーク４０を介して受信した緊急配信ファイル２４３の登録及び表
示管理テーブル２４４の更新。
【００３５】
・機能３：表示管理テーブル２４４のデータに応じた各サイネージ端末３０のコンテンツ
表示制御。
【００３６】
　図６は、ＰＯＳサーバ７０の要部構成を示すブロック図である。ＰＯＳサーバ７０は、
制御部本体を構成するＣＰＵ７１、メインメモリとしてのＲＯＭ７２及びＲＡＭ７３、補
助記憶装置としてのＨＤＤ７４、現在日時を計時する時計部７５、キーボード、ポインテ
ィングデバイス、ディスプレイ等の入出力機器と信号を授受する入出力インターフェース
７６、通信ネットワーク４０が接続される通信インターフェース７７及び店内ネットワー
ク９０が接続される通信インターフェース７８を備え、各部をアドレスバス，データバス
などのバスライン７９で接続している。
【００３７】
　ＨＤＤ７４は、少なくとも商品データベース７４１と売上データベース７４２と企画デ
ータベースとを保存する。商品データベース７４１は、店舗で販売される全商品の商品コ
ード、商品分類コード、商品名、通常単価、特売単価等の情報を蓄積する。売上データベ
ース７４２は、各商品の売上点数、売上金額等の商品売上データを、単品別、商品分類別
、時間帯別、客層別等に分類して蓄積する。企画データベース７４３は、特売企画、ポイ
ント企画、値引企画等の優待企画の実行スケジュールに関する情報を蓄積する。
【００３８】
　図７は、上記企画データベース７４３に蓄積されるデータの一例である。図示するよう
に、企画データベース７４３には、レコード番号順に、開始時刻、企画ＩＤ、企画名、終
了時刻及び対象商品情報が記述された企画データレコードが蓄積されている。企画ＩＤは
、対応する企画名で特定される優待企画を識別するための情報であり、開始時刻及び終了
時刻は、その優待企画を実施する期間であり、対象商品情報は、優待企画の対象となる商
品の商品コードを含む。対象となる商品が複数ある場合には、それぞれの商品コードが対
象商品情報として記述される。
【００３９】
　すなわち、図７の例では、レコード番号［１］のレコードに、商品コードＡの商品と商
品コードＢの商品を対象として１０時００分から１２時００分まで実行されるポイント企
画の企画ＩＤ、企画名、開始時刻、終了時刻及び商品コードが記述され、レコード番号［
２］のレコードに、商品コードＣの商品を対象として１５時００分から１６時００分まで
実行される特売企画の企画ＩＤ、企画名、開始時刻、終了時刻及び商品コードが記述され
、レコード番号［３］のレコードに、商品コードＤの商品と商品コードＥの商品を対象と
して１８時００分から１９時３０分まで実行される値引企画の企画ＩＤ、企画名、開始時
刻、終了時刻及び商品コードが記述されている。
【００４０】
　因みに、企画データベース７４３に対するレコードの追加、削除は、オペレータが入出
力インターフェース７６に接続される入出力機器を操作することにより、適宜行うことが
できる。
【００４１】
　かかる構成のＰＯＳサーバ７０は、ＲＯＭ７２に優待企画管理プログラム７２１を記憶
している。ＣＰＵ７１は、このプログラム７２１に従い、以下の機能１～３を実現する。
【００４２】
・機能１：企画データベース７４３の更新。
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【００４３】
・機能２：企画データベース７４３に蓄積されるデータに応じた各ＰＯＳ端末８０での商
品販売制御。
【００４４】
・機能３：企画データベース７４３に蓄積されるデータに応じたデジタルサイネージのコ
ンテンツ配信制御。
【００４５】
　ここで、優待企画管理プログラム７２１に従いＣＰＵ７１が実行する上記機能３につい
て、図８の流れ図を用いて具体的に説明する。
【００４６】
　ＣＰＵ７１は、時計部７５にて計時される時刻が、例えば１分更新される毎に、図８の
流れ図に示す手順の処理を開始する。先ず、レコード番号カウンタｎを“０”にリセット
する（ＳＴ１）。次に、レコード番号カウンタｎを“１”だけカウントアップする（ＳＴ
２）。そして、このカウンタｎが設定値Ｎを越えたか否かを判断する（ＳＴ３）。設定値
Ｎは、企画データベース７４３に登録されている企画データレコードの総数である。
【００４７】
　カウンタｎが設定値Ｎを越えていない場合（ＳＴ３のＮＯ）、ＣＰＵ７１は、企画デー
タベース７４３からレコード番号ｎ（ｎはカウント値）の企画データレコードＲｎを読み
込む（ＳＴ４）。そして、このレコードＲｎの開始時刻が時計部７５にて計時されている
現在時刻と一致するか否かを判断する（ＳＴ５）。
【００４８】
　一致する場合（ＳＴ５のＹＥＳ）、レコードＲｎに情報が記述された優待企画の開始時
刻である。ＣＰＵ１１は、このレコードＲｎから企画ＩＤ、企画名及び対象商品情報を読
み出す（ＳＴ６）。そして、この読み出した情報を含む緊急配信要求コマンドを作成し（
ＳＴ７）、このコマンドを、通信インターフェース７７を介してコンテンツ管理サーバ１
０に送信する（ＳＴ８）。
【００４９】
　レコードＲｎの開始時刻が現在時刻と一致しない場合には（ＳＴ５のＮＯ）、上記ステ
ップＳＴ６～ＳＴ８の処理を実行しない。
【００５０】
　次に、ＣＰＵ７１は、レコードＲｎの終了時刻が時計部７５にて計時されている現在時
刻と一致するか否かを判断する（ＳＴ９）。一致しない場合（ＳＴ９のＮＯ）、ＣＰＵ７
１は、ステップＳＴ２の処理に戻り、カウンタｎをさらに“１”だけカウントアップして
、ステップＳＴ３以降の処理を再度実行する。
【００５１】
　これに対し、レコードＲｎの終了時刻が現在時刻と一致すると（ＳＴ９のＹＥＳ）、レ
コードＲｎに情報が記述された優待企画の終了時刻であるので、ＣＰＵ７１は、緊急配信
終了コマンドを作成し、このコマンドを、通信インターフェース７７を介してコンテンツ
管理サーバ１０に送信する（ＳＴ１０）。しかる後、ステップＳＴ２の処理に戻り、カウ
ンタｎをさらに“１”だけカウントアップして、ステップＳＴ３以降の処理を再度実行す
る。なお、緊急配信終了コマンドには、レコードＲｎの企画ＩＤが少なくとも含まれてい
る。
【００５２】
　こうして、ＣＰＵ７１は、カウンタｎをカウントアップする毎に、ステップＳＴ３～Ｓ
Ｔ１０の処理を繰り返す。そして、カウンタｎが設定値Ｎを越えたならば（ＳＴ３のＹＥ
Ｓ）、ＣＰＵ７１は、今回の処理を終了する。
【００５３】
　かくして、ＰＯＳサーバ７０は、企画データベース７４３に登録されている優待企画の
開始時刻になると、コンテンツ管理サーバ１０に対してその企画の企画ＩＤ、企画名及び
対象商品情報を含む緊急配信要求コマンドを送信し、終了時刻になると、その企画の企画
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ＩＤを含む緊急配信終了コマンドを送信する。
【００５４】
　上記コマンドを受信するコンテンツ管理サーバ１０のＣＰＵ１１は、図９の流れ図に示
す手順の処理を実行する。この処理は、前述したコンテンツ配信プログラム１２１に従い
実行する各機能１～６のなかの機能５及び機能６に相当する。
【００５５】
　すなわちＣＰＵ１１は、通信インターフェース１５を介して送られてくるコマンドを待
機しており（ＳＴ１１）、コマンドを受信すると（ＳＴ１１のＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、
そのコマンドの種類を判別する（ＳＴ１２，ＳＴ１６）。
【００５６】
　受信コマンドが前記緊急配信要求コマンドの場合（ＳＴ１２のＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は
、そのコマンドに含まれる企画ＩＤと企画名を取得する。そして、テンプレートデータベ
ース１４２を検索して、当該企画ＩＤと企画名が一致するテンプレートデータレコードＲ
ｔを読み出す（ＳＴ１３）。
【００５７】
　次に、ＣＰＵ１１は、このテンプレートデータレコードＲｔに設定されている再生画像
テンプレートデータと、コマンドに含まれる対象商品情報とに基づいて、デジタルサイネ
ージの緊急配信用コンテンツを編集する。このとき、ＣＰＵ１１は、通信ネットワーク４
０を介してＰＯＳサーバ７０にアクセスして、対象商品情報に含まれている商品コードに
対応して商品データベース７４１に登録されている商品情報（商品名、通常単価、特売単
価等）を読み込み、この商品情報を再生画像テンプレートデータに割り付けることで、緊
急配信用コンテンツを編集する。ＣＰＵ１１は、編集したコンテンツを緊急配信ファイル
２４３としてファイル化して素材データベース１４１に登録する（ＳＴ１４：コンテンツ
編集手段）。このとき、緊急配信ファイル２４３のファイル名には、現在の日付と企画Ｉ
Ｄと商品情報の商品名とが含まれる。
【００５８】
　しかる後、ＣＰＵ１１は、緊急配信指示コマンドを作成する。このコマンドは、サイネ
ージ端末３０から出力されるコンテンツを、スケジュールに従ったものから緊急配信され
たものに切換させるためのコマンドである。ＣＰＵ１１は、素材データベース１４１に登
録した緊急配信ファイル２４３とともに緊急配信指示コマンドを、通信インターフェース
１５を介して表示制御サーバ２０に送信する。（ＳＴ１５：緊急配信手段）。以上で、緊
急配信要求コマンドを受信したときの処理が終了する。
【００５９】
　一方、受信コマンドが緊急配信終了コマンドであった場合には（ＳＴ１６のＹＥＳ）、
ＣＰＵ１１は、そのコマンドに含まれる企画ＩＤと現在日付とから緊急配信ファイルのフ
ァイル名を作成し、このファイル名を含む緊急配信指示終了コマンドを生成する。このコ
マンドは、サイネージ端末３０から出力されるコンテンツを当該ファイル名の緊急配信フ
ァイルのものからスケジュールに従ったものに復帰させるためのコマンドである。ＣＰＵ
１１は、緊急配信指示終了コマンドを、通信インターフェース１５を介して表示制御サー
バ２０に送信する。（ＳＴ１７：緊急配信終了手段）。以上で、緊急配信終了コマンドを
受信したときの処理が終了する。
【００６０】
　かくして、コンテンツ管理サーバ１０は、ＰＯＳサーバ７０において販売促進に係わる
イベントである優待企画の開始割込、すなわち緊急配信要求コマンドが発生すると、その
イベントの内容に特化したデジタルサイネージのコンテンツを編集し、緊急配信ファイル
２４３としてファイル化する。そして、サイネージ端末３０から出力されるコンテンツを
スケジュールに従ったものからイベントの内容に特化したものに切換えさせるための緊急
配信指示コマンドとともに、緊急配信ファイル２４３を表示制御サーバ２０に送信する。
【００６１】
　また、コンテンツ管理サーバ１０は、この優待企画の終了割込、すなわち緊急配信終了



(10) JP 2011-248393 A 2011.12.8

10

20

30

40

50

コマンドが発生すると、サイネージ端末３０から出力されるコンテンツを、イベントの内
容に特化したものからスケジュールに従ったものに戻させるための緊急配信終了指示コマ
ンドを表示制御サーバ２０に送信する。
【００６２】
　上記コマンドを受信する表示制御サーバ２０のＣＰＵ２１は、図１０の流れ図に示す手
順の処理を実行する。この処理は、前述した表示制御プログラム２２１に従い実行する各
機能１～３のなかの機能２及び機能３に相当する。
【００６３】
　すなわちＣＰＵ２１は、通信インターフェース２６を介して送られてくるコマンドを待
機しており（ＳＴ２１）、コマンドを受信すると（ＳＴ２１のＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、
そのコマンドの種類を判別する（ＳＴ２２，ＳＴ２６）。
【００６４】
　受信コマンドが緊急配信指示コマンドの場合（ＳＴ２２のＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、そ
のコマンドに付加される緊急配信ファイル２４３をＨＤＤ２４に保存する（ＳＴ２３）。
また、ＣＰＵ２１は、表示管理テーブル２４４の各テーブル番号に対応した緊急配信ファ
イル名の領域に、この緊急配信ファイル２４３のファイル名をセットする。それと同時に
、各テーブル番号に対応したフラグ領域の緊急配信フラグを全て“１”にセットする（Ｓ
Ｔ２４）。
【００６５】
　しかる後、ＣＰＵ２１は、各サイネージ端末３０で再生されるコンテンツを、コンテン
ツファイル名領域にセットされているファイル名のコンテンツファイル２４１のコンテン
ツデータから、緊急配信ファイル名領域にセットされているファイル名の緊急配信ファイ
ル２４３のコンテンツデータに切換える（ＳＴ２５）。以上で、緊急配信指示コマンドを
受信したときの処理が終了する。
【００６６】
　一方、受信コマンドが緊急配信終了指示コマンドであった場合には（ＳＴ２６のＹＥＳ
）、ＣＰＵ１１は、各サイネージ端末３０で再生されるコンテンツを、緊急配信ファイル
２４３のコンテンツデータから、それぞれコンテンツファイル名領域にセットされている
ファイル名のコンテンツファイル２４１のコンテンツデータに戻す（ＳＴ２７）。また、
表示管理テーブル２４４の各テーブル番号に対応したフラグ領域の緊急配信フラグを全て
“０”にリセットする（ＳＴ２８）。以上で、緊急配信終了指示コマンドを受信したとき
の処理が終了する。
【００６７】
　このように本実施形態によれば、ＰＯＳサーバ７０で管理されている優待企画の開始時
刻になると、各サイネージ端末３０にて再生表示されているコンテンツが、一斉に予め設
定されたスケジュールに従ったものから、その優待企画のイベント内容に特化したものに
自動的に切り換わる。そして、この再生は、当該企画が終了するまで継続され、企画が終
了すると、元のスケジュールに従ったコンテンツの再生表示に戻る。
【００６８】
　したがって、優待企画の実施に連動してその企画に特化した情報を買物客に提示できる
ので、商機を逸することなく売上の向上に寄与できる。
【００６９】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態は、第１の実施形態の構成から、コンテンツ管理サーバ１０が、図１１
に示すデータ構造の表示商品データベース１４３をＨＤＤ１４に保存する。図１１に示す
ように、表示商品データベース１４３には、レコード番号順に、端末ＩＤと表示商品情報
とを記述した表示商品データレコードが蓄積されている。端末ＩＤは、各サイネージ端末
３０を個々に特定するための識別情報である。表示商品情報は、対応する端末ＩＤで特定
されるサイネージ端末３０の設置場所近傍に陳列されている商品群を特定するための商品
分類コードを含む。商品群が複数ある場合には、それぞれの商品分類コードが表示商品情
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報として記述される。ここに、表示商品データベース１４３は、複数のサイネージ端末３
０をそれぞれ識別する情報（端末ＩＤ）に関連付けて、当該サイネージ端末３０に割り当
てられた複数の商品を識別する情報（商品分類コード）を記憶する第１の記憶手段として
機能する。
【００７０】
　また、第２の実施形態では、コンテンツ管理サーバ１０のＣＰＵ１１が、図１２の流れ
図で示す手順でコマンド受信処理を実行する。すなわちＣＰＵ１１は、通信インターフェ
ース１５を介して送られてくるコマンドを待機しており（ＳＴ３１）、コマンドを受信す
ると（ＳＴ３１のＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、そのコマンドの種類を判別する（ＳＴ３２，
ＳＴ３６）。
【００７１】
　受信コマンドが前記緊急配信要求コマンドの場合（ＳＴ３２のＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は
、そのコマンドに含まれる企画ＩＤと企画名を取得する。そして、テンプレートデータベ
ース１４２を検索して、当該企画ＩＤと企画名が一致するテンプレートデータレコードＲ
ｔを読み出す（ＳＴ３３）。
【００７２】
　また、ＣＰＵ１１は、通信ネットワーク４０を介してＰＯＳサーバ７０にアクセスして
、受信コマンド中の対象商品情報に含まれている商品コードに対応して商品データベース
７４１に登録されている商品情報（商品名、商品分類コード、通常単価、特売単価等）を
読み込む。そして、この商品情報中の商品分類コードで表示商品データベース１４３を検
索して、当該商品分類コードが記述されたレコードの端末ＩＤを検出する（ＳＴ３４：端
末選択手段）。
【００７３】
　次に、ＣＰＵ１１は、テンプレートデータベース１４２から読み出したテンプレートデ
ータレコードＲｔに設定されている再生画像テンプレートデータと、商品データベース７
４１から読み込んだ商品情報とに基づいて、デジタルサイネージの緊急配信用コンテンツ
を編集する。そして、編集したコンテンツを緊急配信ファイル２４３としてファイル化し
て素材データベース１４１に登録する（ＳＴ３５：コンテンツ編集手段）。
【００７４】
　しかる後、ＣＰＵ１１は、緊急配信指示コマンドを作成する。そして、このコマンドを
、素材データベース１４１に登録した緊急配信ファイル２４３及び表示商品データベース
１４３から検出した端末ＩＤとともに通信インターフェース１５を介して表示制御サーバ
２０に送信する。（ＳＴ３６：緊急配信手段）。以上で、緊急配信要求コマンドを受信し
たときの処理が終了する。
【００７５】
　一方、受信コマンドが緊急配信終了コマンドであった場合には（ＳＴ３７のＹＥＳ）、
ＣＰＵ１１は、緊急配信指示終了コマンドを生成し、このコマンドを、通信インターフェ
ース１５を介して表示制御サーバ２０に送信する。（ＳＴ３８：緊急配信終了手段）。以
上で、緊急配信終了コマンドを受信したときの処理が終了する。
【００７６】
　かくして、コンテンツ管理サーバ１０は、ＰＯＳサーバ７０において販売促進に係わる
イベントである優待企画の開始割込、すなわち緊急配信要求コマンドが発生すると、その
イベントの内容に特化したデジタルサイネージのコンテンツを編集し、ファイル化する。
そして、サイネージ端末３０から出力されるコンテンツをスケジュールに従ったものから
イベントの内容に特化したものに切換えさせるための緊急配信指示コマンドとともに、緊
急配信ファイル２４３を表示制御サーバ２０に送信する。このとき、コンテンツ管理サー
バ１０は、当該優待企画の対象商品が属する商品分類コードが割り当てられたサイネージ
端末３０の端末ＩＤを、緊急配信指示コマンドに付加して送信する。
【００７７】
　また、コンテンツ管理サーバ１０は、ＰＯＳサーバ７０において販売促進に係わるイベ
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ントの終了割込が発生すると、イベント終了を通知する緊急配信指示終了コマンドを表示
制御サーバ２０に送信する。
【００７８】
　上記コマンドを受信する表示制御サーバ２０のＣＰＵ２１は、図１３の流れ図に示す手
順の処理を実行する。すなわちＣＰＵ２１は、通信インターフェース２６を介して送られ
てくるコマンドを待機しており（ＳＴ４１）、コマンドを受信すると（ＳＴ４１のＹＥＳ
）、ＣＰＵ２１は、そのコマンドの種類を判別する（ＳＴ４２，ＳＴ４６）。
【００７９】
　受信コマンドが緊急配信指示コマンドの場合（ＳＴ４２のＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、そ
のコマンドに付加される緊急配信ファイル２４３をＨＤＤ２４に保存する（ＳＴ４３）。
また、ＣＰＵ２１は、そのコマンドに付加される端末ＩＤを検出する。そして、表示管理
テーブル２４４の各レコードのうち、検出した端末ＩＤがセットされたレコードの緊急配
信ファイル名の領域に、この緊急配信ファイル２４３のファイル名をセットする。それと
同時に、同レコードのフラグ領域の緊急配信フラグを“１”にセットする（ＳＴ４４）。
【００８０】
　しかる後、ＣＰＵ２１は、緊急配信フラグが“１”にセットされた端末ＩＤのサイネー
ジ端末３０で再生されるコンテンツを、コンテンツファイル名領域にセットされているフ
ァイル名のコンテンツファイル２４１のコンテンツデータから、緊急配信ファイル名領域
にセットされているファイル名の緊急配信ファイル２４３のコンテンツデータに切換える
（ＳＴ４５）。以上で、緊急配信指示コマンドを受信したときの処理が終了する。
【００８１】
　一方、受信コマンドが緊急配信終了指示コマンドであった場合には（ＳＴ４６のＹＥＳ
）、ＣＰＵ１１は、緊急配信フラグが“１”にセットされた端末ＩＤのサイネージ端末３
０で再生されるコンテンツを、緊急配信ファイル２４３のコンテンツデータから、それぞ
れコンテンツファイル名領域にセットされているファイル名のコンテンツファイル２４１
のコンテンツデータに戻す（ＳＴ４７）。また、表示管理テーブル２４４の“１”にセッ
トされていた緊急配信フラグを“０”にリセットする（ＳＴ４８）。以上で、緊急配信終
了指示コマンドを受信したときの処理が終了する。
【００８２】
　このように本実施形態によれば、ＰＯＳサーバ７０で管理されている優待企画の開始時
刻になると、各サイネージ端末３０のうち企画対象の商品が陳列されている場所の近くに
設置されているサイネージ端末３０にて再生表示されているコンテンツが、予め設定され
たスケジュールに従ったものから、その優待企画のイベント内容に特化したものに自動的
に切り換わる。そして、この再生は、当該企画が終了するまで継続され、企画が終了する
と、元のスケジュールに従ったコンテンツの再生表示に戻る。
【００８３】
　したがって、優待企画の実施に連動してその企画に特化した情報を、その企画に該当す
る商品が陳列されている場所の近くで買物客に提示できるので、商機を逸することなく売
上の向上に寄与できる。
【００８４】
（第３の実施形態）
　図１４は、第３の実施形態におけるＰＯＳサーバ７０の要部構成を示すブロック図であ
り、図６と同一部分には同一符号を付している。すなわち第３の実施形態は、テンプレー
トデータベース７４４、表示商品データベース７４５、及びコンテンツデータベース７４
６をＨＤＤ７４で保存する。テンプレートデータベース７４４は、第１の実施形態で説明
したテンプレートデータベース１４２と共通である。表示商品データベース７４５は、第
２の実施形態で説明した表示商品データベース１４３と共通である。
【００８５】
　しかして、ＰＯＳサーバ７０のＣＰＵ７１は、時計部７５にて計時される時刻が、例え
ば１分更新される毎に、図１４の流れ図に示す手順の処理を開始する。先ず、レコード番
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号カウンタｎを“０”にリセットする（ＳＴ５１）。次に、レコード番号カウンタｎを“
１”だけカウントアップする（ＳＴ５２）。そして、このカウンタｎが設定値Ｎを越えた
か否かを判断する（ＳＴ５３）。設定値Ｎは、企画データベース７４３に登録されている
企画データレコードの総数である。
【００８６】
　カウンタｎが設定値Ｎを越えていない場合（ＳＴ５３のＮＯ）、ＣＰＵ７１は、企画デ
ータベース７４３からレコード番号ｎ（ｎはカウント値）の企画データレコードＲｎを読
み込む（ＳＴ５４）。そして、このレコードＲｎの開始時刻が時計部７５にて計時されて
いる現在時刻と一致するか否かを判断する（ＳＴ５５）。
【００８７】
　一致する場合（ＳＴ５５のＹＥＳ）、ＣＰＵ７１は、このレコードＲｎから企画ＩＤ、
企画名及び対象商品情報を読み出す（ＳＴ５６）。そして、テンプレートデータベース７
４４を検索して、当該企画ＩＤと企画名が一致するテンプレートデータレコードＲｔを読
み出す（ＳＴ５７）。また、商品データベース７４１を検索して、対象商品情報に含まれ
ている商品コードに対応して登録されている商品情報中の商品分類コードを読み出し、こ
の商品分類コードで表示商品データベース７４５を検索して、当該商品分類コードが記述
されたレコードの端末ＩＤを検出する（ＳＴ５８：端末選択手段）。
【００８８】
　次に、ＣＰＵ７１は、テンプレートデータベース７４４から読み出したテンプレートデ
ータレコードＲｔに設定されている再生画像テンプレートデータと、商品データベース７
４１から読み込んだ商品情報とに基づいて、デジタルサイネージの緊急配信用コンテンツ
を編集する。そして、編集したコンテンツを緊急配信ファイル２４３としてファイル化し
てコンテンツデータベース７４６に登録する（ＳＴ５９：コンテンツ編集手段）。
【００８９】
　しかる後、ＣＰＵ７１は、緊急配信指示コマンドを作成する。そして、このコマンドを
、コンテンツデータベース７４６に登録した緊急配信ファイル２４３及び表示商品データ
ベース７４５から検出した端末ＩＤとともに通信インターフェース７７を介して表示制御
サーバ２０に送信する。（ＳＴ６０：緊急配信手段）。
【００９０】
　レコードＲｎの開始時刻が現在時刻と一致しない場合には（ＳＴ５５のＮＯ）、上記ス
テップＳＴ５６～ＳＴ６０の処理を実行しない。
【００９１】
　次に、ＣＰＵ７１は、レコードＲｎの終了時刻が時計部７５にて計時されている現在時
刻と一致するか否かを判断する（ＳＴ６１）。一致しない場合（ＳＴ６１のＮＯ）、ＣＰ
Ｕ７１は、ステップＳＴ５２の処理に戻り、カウンタｎをさらに“１”だけカウントアッ
プして、ステップＳＴ５３以降の処理を再度実行する。
【００９２】
　これに対し、レコードＲｎの終了時刻が現在時刻と一致した場合には（ＳＴ６１のＹＥ
Ｓ）、ＣＰＵ７１は、緊急配信指示終了コマンドを生成し、このコマンドを、通信インタ
ーフェース７７を介して表示制御サーバ２０に送信する。（ＳＴ６２：緊急配信終了手段
）。しかる後、ＣＰＵ７１は、ステップＳＴ５２の処理に戻り、カウンタｎをさらに“１
”だけカウントアップして、ステップＳＴ５３以降の処理を再度実行する。
【００９３】
　こうして、ＣＰＵ７１は、カウンタｎをカウントアップする毎に、ステップＳＴ５３～
ＳＴ６２の処理を繰り返す。そして、カウンタｎが設定値Ｎを越えたならば（ＳＴ５３の
ＹＥＳ）、ＣＰＵ７１は、今回の処理を終了する。
【００９４】
　かくして、ＰＯＳサーバ７０は、企画データベース７４３に登録されている優待企画の
開始時刻になると、その企画のイベント内容に特化したデジタルサイネージのコンテンツ
を編集し、緊急配信ファイル２４３としてファイル化する。そして、緊急配信指示コマン
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ドとともに、緊急配信ファイル２４３を表示制御サーバ２０に送信する。このとき、ＰＯ
Ｓサーバ７０は、当該優待企画の対象商品が属する商品分類コードが割り当てられたサイ
ネージ端末３０の端末ＩＤを、緊急配信指示コマンドに付加して送信する。
【００９５】
　また、終了時刻になると、サイネージ端末３０から出力されるコンテンツを、イベント
の内容に特化したものからスケジュールに従ったものに戻させるためのコマンドを表示制
御サーバ２０に送信する。
【００９６】
　上記コマンドを受信する表示制御サーバ２０のＣＰＵ２１が実行する処理手順は、第２
の実施形態で説明した図１０の流れ図で示す手順と同一である。
【００９７】
　このように本実施形態によれば、第２の実施形態と同様な作用効果を、コンテンツ管理
サーバ１０を省略して実現することができる。
【００９８】
　なお、本実施形態において、ステップＳＴ５８の処理を省略し、ステップＳＴ６０にて
端末ＩＤを付加することなく緊急配信指示コマンドを緊急配信ファイル２４３とともに表
示制御サーバ２０に送信する。そうすることにより、ＰＯＳサーバ７０で管理されている
優待企画の開始時刻になると、各サイネージ端末３０にて再生表示されているコンテンツ
が、一斉に予め設定されたスケジュールに従ったものから、その優待企画のイベント内容
に特化したものに自動的に切り換わるようにしてもよい。
【００９９】
（第４の実施形態）
　第４の実施形態は、第３の実施形態の構成から、ＰＯＳサーバ７０が、図１６に示すデ
ータ構造のコンテンツ売上関連データベース（以下、関連データベースと略称する）７４
７をＨＤＤ７４に保存する。図１６に示すように、関連データベース７４７には、レコー
ド番号順に、緊急配信コンテンツの再生履歴情報と売上属性情報とが記述された関連デー
タレコードが蓄積されている。
【０１００】
　再生履歴情報は、緊急配信コンテンツのデータが保存された緊急配信ファイル２４３の
ファイル名と、当該コンテンツの対象商品情報である商品コード、商品名、商品分類コー
ドなどの商品識別情報と、当該コンテンツの再生日時及びその曜日と、当該コンテンツが
該当する優待企画の企画ＩＤ、企画名等の優待企画情報とからなる。
【０１０１】
　売上属性情報は、対応する再生履歴情報に含まれる商品識別情報によって識別される商
品の日別売上データ、時間帯別売上データ、客層別売上データからなる。売上データは、
売上点数及び売上金額のうち少なくとも一方である。ここに、コンテンツ売上関連データ
ベース７４７は、コンテンツ編集手段により編集された各コンテンツをそれぞれ識別する
情報（再生履歴情報）に関連付けて、当該コンテンツをサイネージ端末から出力したとき
の商品売上の実績情報（売上属性情報）を記憶する第２の記憶手段として機能する。
【０１０２】
　しかして、ＰＯＳサーバ７０のＣＰＵ７１は、時計部７５にて計時される時刻が、例え
ば１分更新される毎に、図１７の流れ図に示す手順の処理を開始する。先ず、レコード番
号カウンタｎを“０”にリセットする（ＳＴ７１）。次に、レコード番号カウンタｎを“
１”だけカウントアップする（ＳＴ７２）。そして、このカウンタｎが設定値Ｎを越えた
か否かを判断する（ＳＴ７３）。設定値Ｎは、企画データベース７４３に登録されている
企画データレコードの総数である。
【０１０３】
　カウンタｎが設定値Ｎを越えていない場合（ＳＴ７３のＮＯ）、ＣＰＵ７１は、企画デ
ータベース７４３からレコード番号ｎ（ｎはカウント値）の企画データレコードＲｎを読
み込む（ＳＴ７４）。そして、このレコードＲｎの開始時刻が時計部７５にて計時されて
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いる現在時刻と一致するか否かを判断する（ＳＴ７５）。
【０１０４】
　一致する場合（ＳＴ７５のＹＥＳ）、ＣＰＵ７１は、このレコードＲｎから企画ＩＤ、
企画名及び対象商品情報を読み出す（ＳＴ７６）。そして、企画ＩＤと企画名で関連デー
タベース７４７を検索して、優待企画情報として同一の企画ＩＤと企画名とが記述された
再生履歴情報を有する関連データレコードの有無を判別する（ＳＴ７７）。
【０１０５】
　該当する関連データレコードが存在しない場合（ＳＴ７７のＮＯ）、ＣＰＵ７１は、第
３の実施形態で説明したステップＳＴ５７以降の処理に進む。
【０１０６】
これに対し、該当する関連データレコードが存在する場合には（ＳＴ７７のＹＥＳ）、Ｃ
ＰＵ７１は、その該当する関連データレコードのなかから売上が最も大きいレコードを検
出する。ここで、日別、時間帯別、客層別のなかのどの売上データを比較して最大か否か
を判定するかは、ユーザが任意に設定できるものとする。例えばユーザが再生時刻を基準
に判定したい場合には、時間帯別売上データを比較対象として予め設定しておく。そうす
ることにより、該当する関連データレコードのなかから、現在時刻が属する時間帯におい
て最も売上の大きい関連データレコードが検出される。
【０１０７】
　関連データレコードが検出されると、ＣＰＵ７１は、そのレコード中の再生履歴情報に
含まれるコンテンツファイル名を取得し、このファイル名が設定された緊急配信ファイル
２４３をコンテンツデータベース７４６から読み出す（ＳＴ７９：コンテンツ選択手段）
。また、商品データベース７４１を検索して、対象商品情報に含まれている商品コードに
対応して登録されている商品情報中の商品分類コードを読み出し、この商品分類コードで
表示商品データベース７４５を検索して、当該商品分類コードが記述されたレコードの端
末ＩＤを検出する（ＳＴ８０：端末選択手段）。
【０１０８】
　次に、ＣＰＵ１７は、コンテンツデータベース７４６から読み出した緊急配信ファイル
２４３のデータと、商品データベース７４１から読み込んだ商品情報とに基づいて、デジ
タルサイネージの緊急配信用コンテンツを編集する。そして、編集したコンテンツを緊急
配信ファイル２４３としてファイル化してコンテンツデータベース７４６に登録する（Ｓ
Ｔ８１：コンテンツ編集手段）。
【０１０９】
　また、ＣＰＵ７１は、緊急配信ファイル２４３のファイル名、レコードＲｎから読み出
した対象商品情報の商品コードとそれに対応する商品名、商品分類コードなどの商品識別
情報、現在の日時及びその曜日、レコードＲｎから読み出した企画ＩＤ、企画名等の優待
企画情報を含む再生履歴情報を作成し、新規のレコード番号を付して関連データベース７
４７に追加登録する（ＳＴ８２）。
【０１１０】
　しかる後、ＣＰＵ７１は、緊急配信指示コマンドを作成する。そして、このコマンドを
、コンテンツデータベース７４６に登録した緊急配信ファイル２４３及び表示商品データ
ベース７４５から検出した端末ＩＤとともに通信インターフェース７７を介して表示制御
サーバ２０に送信する。（ＳＴ８３：緊急配信手段）。
【０１１１】
　レコードＲｎの開始時刻が現在時刻と一致しない場合には（ＳＴ７５のＮＯ）、上記ス
テップＳＴ７５～ＳＴ８３の処理を実行しない。
【０１１２】
　次に、ＣＰＵ７１は、レコードＲｎの終了時刻が時計部７５にて計時されている現在時
刻と一致するか否かを判断する（ＳＴ８４）。一致しない場合（ＳＴ８４のＮＯ）、ＣＰ
Ｕ７１は、ステップＳＴ７２の処理に戻り、カウンタｎをさらに“１”だけカウントアッ
プして、ステップＳＴ７３以降の処理を再度実行する。
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【０１１３】
　これに対し、レコードＲｎの終了時刻が現在時刻と一致した場合には（ＳＴ８４のＹＥ
Ｓ）、ＣＰＵ７１は、緊急配信指示終了コマンドを生成し、このコマンドを、通信インタ
ーフェース７７を介して表示制御サーバ２０に送信する。（ＳＴ８５：緊急配信終了手段
）。しかる後、ＣＰＵ７１は、ステップＳＴ４２の処理に戻り、カウンタｎをさらに“１
”だけカウントアップして、ステップＳＴ７３以降の処理を再度実行する。
【０１１４】
　こうして、ＣＰＵ７１は、カウンタｎをカウントアップする毎に、ステップＳＴ７３～
ＳＴ８５の処理を繰り返す。そして、カウンタｎが設定値Ｎを越えたならば（ＳＴ７３の
ＹＥＳ）、ＣＰＵ７１は、今回の処理を終了する。
【０１１５】
　また、この第４の実施形態において、ＰＯＳサーバ７０のＣＰＵ７１は、毎営業日の閉
店後に実行される閉店業務プログラムの処理の中で、図１８の流れ図に示すコンテンツ売
上関連付け処理を実行する。
【０１１６】
　先ず、ＣＰＵ１１は、レコード番号カウンタｍを“０”にリセットする（ＳＴ９１）。
次に、レコード番号カウンタｍを“１”だけカウントアップする（ＳＴ９２）。そして、
このカウンタｍが設定値Ｍを越えたか否かを判断する（ＳＴ９３）。設定値Ｍは、関連デ
ータベース７４７に登録されている関連データレコードの総数である。
【０１１７】
　カウンタｍが設定値Ｍを越えていない場合（ＳＴ９３のＮＯ）、ＣＰＵ７１は、関連デ
ータベース７４７からレコード番号ｍ（ｍはカウント値）の関連データレコードＲｍを読
み込む（ＳＴ９４）。そして、このレコードＲｍに売上属性情報がセットされているか否
かを判断する（ＳＴ９５）。
【０１１８】
　売上属性情報がセットされている場合（ＳＴ９５のＹＥＳ）、ＣＰＵ７１は、ステップ
ＳＴ９２の処理に戻り、カウンタｍをさらに“１”だけカウントアップして、ステップＳ
Ｔ９３以降の処理を再度実行する。
【０１１９】
　売上属性情報がセットされていない場合（ＳＴ９５のＮＯ）、この関連データレコード
Ｒｍは本営業日において作成された緊急配信コンテンツに係わるものである。ＣＰＵ７１
は、この関連データレコードＲｍの再生履歴情報から商品識別情報と再生日時情報とを取
得する（ＳＴ９６）。そして、商品識別情報と再生日時情報とで売上データベース７４２
を検索して、当該商品の売上属性データ、すなわち日別売上データ、時間帯別売上データ
及び客層別売上データを検出する（ＳＴ９７）。そして、これらの売上属性データを関連
データレコードＲｍの売上属性情報としてセットして、関連データベース７４７に再登録
する（ＳＴ９８）。
【０１２０】
　しかる後、ＣＰＵ７１は、ステップＳＴ９２の処理に戻り、カウンタｍをさらに“１”
だけカウントアップして、ステップＳＴ９３以降の処理を再度実行する。
【０１２１】
　こうして、ＣＰＵ７１は、カウンタｍをカウントアップする毎に、ステップＳＴ９３～
ＳＴ９８の処理を繰り返す。そして、カウンタｍが設定値Ｍを越えたならば（ＳＴ９３の
ＹＥＳ）、ＣＰＵ７１は、今回の処理を終了する。
【０１２２】
　このように本実施形態においては、優待企画のイベント内容に特化したデジタルサイネ
ージのコンテンツを作成する毎に、そのコンテンツに関する情報すなわち再生履歴情報に
、そのコンテンツをサイネージ端末３０で再生した時間帯を含む売上実績データ、すなわ
ち売上属性情報を結び付けて、関連データベース７４７で保存している。そして、新たな
優待企画が開始される際には、同一企画のコンテンツを表示したときの売上実績情報を比
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較して最も売上が大きかったコンテンツを選択し、このコンテンツのデータに基づいて新
たな優待企画に対するコンテンツのデータを作成するようにしている。したがって、より
効果的なコンテンツの作成が可能である。
【０１２３】
　なお、この発明は前記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。
【０１２４】
　例えば前記各実施形態は、１店舗を対象に説明をしたが、複数の店舗がコンテンツ管理
サーバ１０を共有してもよい。この場合、コンテンツ管理サーバ１０で編集されたコンテ
ンツのファイルを、各店舗の表示制御サーバ２０に選択的に配信するのに特化したサーバ
を通信ネットワーク４０に接続すると、効率的である。
【０１２５】
　また、サイネージ端末３０は、動画または静止画を表示可能なディスプレイを備え他者
に限定されるものではない。例えば、ペーパーライク表示装置や、電子棚札装置をサイネ
ージ端末３０として適用してもよい。
【０１２６】
　また、前記各実施形態では、装置内部に発明を実施する機能であるプログラムが予め記
録されている場合で説明をしたが、これに限らず同様の機能をネットワークから装置にダ
ウンロードしても良いし、同様の機能を記録媒体に記憶させたものを装置にインストール
してもよい。記録媒体としては、ＣＤ－ＲＯＭ等プログラムを記憶でき、かつ装置が読み
取り可能な記録媒体であれば、その形態は何れの形態であっても良い。またこのように予
めインストールやダウンロードにより得る機能は装置内部のＯＳ（オペレーティング・シ
ステム）等と協働してその機能を実現させるものであってもよい。
【０１２７】
　この他、前記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組合せにより種々の発
明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除し
てもよい。さらに、異なる実施形態に亘る構成要素を組合わせてもよい。
【符号の説明】
【０１２８】
　１…店舗システム、２…デジタルサイネージシステム、３…ＰＯＳシステム、１０…コ
ンテンツ管理サーバ、２０…表示制御サーバ、３０…サイネージ端末、４０…通信ネット
ワーク、５０，９０…店内ネットワーク、６０…外部連携サーバ、７０…ＰＯＳサーバ、
８０…ＰＯＳ端末、１２１…コンテンツ配信プログラム、１４１…素材データベース、１
４２，７４４…テンプレートデータベース、１４３，７４５…表示商品データベース、２
２１…表示制御プログラム、２４１…コンテンツファイル、２４２…スケジュールファイ
ル、２４３…緊急管理ファイル、２４４…表示管理テーブル、７２１…優待企画管理プロ
グラム、７４１…商品データベース、７４２…売上データベース、７４３…企画データベ
ース、７４６…コンテンツデータベース、７４７…関連データベース。
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